
少子政策課

子育て環境整備担当

3322

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B57
放課後児童クラブ施設整備費 民生費 放課後児童対策事業助成費

戦略項目 01 子育ての安心

分野施策 010101 子育て支援の充実

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
県　債

決定額 △255,256 △253,000 △2,256 283,005

現計額 538,261 430,000 108,261

平成28年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

児童福
祉費

児童福祉総務
費

事 業
期 間

平成13年度～ 根 拠
法 令

子ども・子育て支援法第３条第２項及び第６７条第２項

　新たに放課後児童クラブを設置するため、新設整備や
既存施設の改修整備並びに必要な設備を整備する市町村
に対して経費を助成する。
　また、障害児の受入促進を目的とし、既存の放課後児
童クラブにおいて、障害児を受け入れるために必要な改
修等を行う市町村に対して経費を助成する。
（1）放課後児童クラブ施設整備費      △253,256千円
（2）放課後児童クラブ環境整備事業費　　△2,000千円

（１）事業内容
　　ア　放課後児童クラブ施設整備費
　　　　放課後児童クラブを新設整備する市町村に対して経費の一部を助成する。
　　イ　放課後児童クラブ環境整備事業費
　　　　余裕教室等の改修整備を行う市町村に対して経費の一部を助成する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
（２）事業計画
　　　埼玉県子育て応援行動計画に基づき、31年度の目標「放課後児童クラブの提供体制62,567人」達成に向け、
　　放課後児童クラブの整備を促進する。

（３）事業効果
　　　市町村の放課後児童クラブ整備を助成することで、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業の適切かつ円滑な
　　実施を支援することができる。

（４）補正予算の概要
　　ア　国補正で国庫補助率が嵩上げされ、県負担割合が軽減されたことによる減額。
　　　　　国・県・市町村　　　　　　　　=　1/3・1/3・1/3 　　　→　2/3・1/6・1/6
　　　　　国・県・市町村・社会福祉法人等=　2/9・2/9・2/9・1/3　→　1/2・1/8・1/8・1/4
　　イ　倉庫整備において、当初見込みを下回ったことによる減額。（２クラブ減）

国1/3（県1/3） 市町村1/3[１，２]
国2/9（県2/9） 市町村2/9 事業者1/3[１]
国2/3（県1/6） 市町村1/6[１]
国1/2（県1/8） 市町村1/8 事業者1/4[１]

　9,500千円×0.7人＝6,650千円

補正後の
予算額

― 福祉部 B57 ―
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